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外務省第5部研修員の身体検査の実施について(2019)

外務省.大臣官房人事課長
外務省診療所長

1 この身体検査は，在外赴任に備え受診者の医学的適正を判断し，潜在疾病等

のある者に対しては，赴任地の医療事情等を勘案しつつ早期に適正な指導を行
うことを目的とするものです。

2身体検査は次の要領で行ってください。

（1） 「身体検査書｣． （別紙） ・に記載された項目については， 全項目の実施をお
願いします。

(2

身体検香結昌 ましては，貴府省庁（あるいは医療機関）から当該職(3

員に通知し，血液検査結果（コピー可）をお渡しください｡，
（4）要精査と判定された職員に対しては， ’2月中旬までに必要な措置（再検
査の実施，要すれば治療の開始等）を講ずるよう当該職員をご指導いただく

とともに，再検査の結果，治療等の状況を同検査書の【要精査の場合，再検
査等の結果に関する医師のコメント】欄にご記入ください。
（5）その後これらの検査書を一括取りまとめの上，健康状態アンケートと共に

12月末までに当省に送付いただきたく， 、よろしくお願いいたします。

I

3 身体検査書の記入に際しては，次の点に留意願います。

（1）単に記載された項目による判断に留まらず，受診者の定期検診記録やカル
テ等を点検し，総合的見地より行ってください。

（2）病名のある場合には【主な既往症および現在治療中の疾患】欄に記入する
と共に， 【要精査の場合，再検査等の結果に関する医師のコメント】欄につ
いては， 医療事情の異なる在外公館勤務を念頭に再検査等の結果及び状況を

具体的に記入してください。

4 身体検査書が当省に送付された後， 当該職員に対し，必要に応じて， 当診療
所にて医療指導等を行います。

また，在外公館赴任にかかる適否の最終的判断は当省にて行うものといたし

ます（身体検査の結果，在外勤務に著しく支障があると認められる場合には．
赴任予定者の交替を含む人事上の措置をお願いすることもあり得ますので； あ
らかじめご承知おき願います)。

5歯科検診の実施について
歯科検診については，外務省歯科診療所での実施をご案内しておりましたが，

第5部研修員他， 受診者が多数にのぼることから，赴任前の限られた期間に受診
日を設定することが非常に困難な場合がございます。
つきましては，可能な限り貴府省庁における歯科検診の実施につきましても，
ご協力をお願いいたし.ます6
また，実施後は，診断書と問診票（別添）波び

につい

龍い します。

6 第5部研修免除者につきましても，上記身体検査書，歯科検診診断書等を提
出して下さい。
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ロレントゲン画像はプリ以トアウトして診断書に添付します。

□ ・レントゲン画像は (医療機関名.） で保管します。

※レントゲン画像に関しては，診断書に添付または自院保管を選択し，国をご記入ください。
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日
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